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　令和４年第４回定例会は、１２月６日から１６日までの１１日間の会期で行われました。
　今定例会では、村長から人事案件、条例改正、補正予算など１７議案が提出されました。
審議の結果、諮問については適任と認め、その他の議案については１３議案が可決、３
議案が否決されました。
　一般質問は１４日に行われ、４名の議員が村政全般にわたり質問しました。

補正予算
補正予算を可決
　今回の補正予算は、当初予算に組み込むことができなかった
もの、その後必要が生じた事項で早急な予算措置が必要なもの
について計上しています。

〇土地建物購入費の計上

〇農業用肥飼料価格高騰緊急対策補助金の計上

〇駐艇枠設置工事　〇安全施設設置工事

〇ご当地ナンバープレート作成費等の計上
【原付第一種（白色）・原付第二種乙（黄色）・原付第二種甲（桃色）】

会　計　名 補　正　額 予　算　総　額

一　般　会　計 1 億 7,190 万 5 千円 68 億 9,490 万 2 千円

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 △ 6,831 万 7 千円 16 億 9,150 万 1 千円

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 323 万 9 千円 1 億 9,096 万 6 千円

水 道 事 業 会 計 収益的　支出 312 万 1 千円 5 億 5,501 万円

下水道事業会計 収益的　支出 1,845 万 8 千円 8 億 4,451 万 5 千円

令和４年第４回定例会

主な内訳（一般会計）
放課後児童クラブ整備事業費

新型コロナ農業経営安定化事業

大山スロープ管理事業費

賦課事務費

3,546万3千円3,546万3千円

1,150万円1,150万円

302万8千円302万8千円

97万2千円97万2千円



3

議会だより みほ
令和５年２月１日発行　№ 140

人権擁護委員候補者の推薦
任期満了に伴い同氏を引き続き人権擁護委員候補者に推薦する
ことについて、適任と答申しました。

〇 鈴木 登 氏
美浦村固定資産評価審査委員会委員
任期満了に伴う美浦村固定資産評価審査委員会委員について、
新たに下記の方の選任に同意しました。

〇 平野　芳弘　氏

区分 議　　　　案 議　　案　　内　　容

条
例
改
正

美浦村職員の定年等に関する条例の
一部を改正する条例

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和５年
４月から職員の定年を段階的に６５歳に引き上げる等、所要
の改正を行うとともに、規定の整備を行うもの。

地方公務員法の一部を改正する法律
の施行に伴う関係条例の整備に関す
る条例

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う職員の定年
引き上げ等に関連し、職員の給与に関する条例等、関係条例
の改正及び廃止を行うとともに、規定の整備を行うもの。

督促手数料廃止に伴う関係条例の整
備に関する条例

令和３年度税制改正において、固定資産税、軽自動車税種別
割の納付書にＱＲコードが付されることに伴い、費用対効果
や事務効率化を勘案し、督促手数料を廃止するため、関係条
例の改正を行うとともに、規定の整備を行うもの。

美浦村議会議員及び美浦村長の選挙
における選挙運動の公費負担に関す
る条例の一部を改正する条例

公職選挙法施行令の一部が改正されたことに伴い、議員及び
村長の選挙における選挙運動の公費負担額の変更を行うた
め、所要の改正を行うもの。

美浦村特別職の職員で非常勤のもの
の報酬及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例

委員会の設置及び廃止の所要の改正を行うもの。
【新規設置】
美浦村学校施設跡地利活用検討委員会、都市計画マスタープ
ラン策定委員会、美浦中学校の部活動の在り方検討委員会

【廃止】
旅館建築審査会

そ の 他 議 案 と 審 議 結 果
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区分 議　　　　案 議　　案　　内　　容

そ
の
他

美浦村指定金融機関の指定について

美浦村指定金融機関の指定は、平成２６年４月１日より、
（株）常陽銀行と（株）筑波銀行による３年ごとの交代制
としてきたが、（株）常陽銀行美浦支店がリテール店となっ
たことによる条件の変更などから、令和５年４月１日から、

（株）筑波銀行を指定金融機関とするもの。

公の施設の指定管理者の指定について
（大山湖畔公園）

【指定管理者】（株）プロジェクト茨城
【指定期間】令和５年４月１日から令和８年３月３１日

龍ケ崎地方衛生組合の解散について
現行の稲敷地方広域市町村圏事務組合に龍ケ崎地方塵芥処
理組合と龍ケ崎地方衛生組合を統合することを目的とした
もので、地方自治法第２８５条の規定に基づき、複合的一
部事務組合を設立するため議会の議決を得るもの。

龍ケ崎地方衛生組合の解散に伴う財産
処分について

稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の
変更について

　私が一番危惧しているのは、働かれてる職員の意見が反映されてない点です。管
理者側で意見をまとめ、それぞれの議会で議決し統合しましたでは、そこで働く職
員を置き去りにしているようでなりません。職員の方々が統合計画に納得し新たな
体制で使命感を持って業務を遂行していけるよう働きかけが必要であると思います
が、説明や説得がないまま議会に諮るといった流れは了承できません。

※地域手当　支給割合　龍ケ崎地方衛生組合　９％　稲敷地方広域市町村圏事務組合　３％

　私は龍ケ崎地方衛生組合議員の派遣議員といった立場で、現場で働く職員の生の
声を聴いております。現場での声はとても統合案に賛成できるといったものではご
ざいません。地域手当が９％から５％に下がり、統合後退職者の不補充や民間委託
業務の直営化により経費削減を見込んでいることに対し、職員や給与が減って業務
が増えるなどという事は現実的ではなく大きくワークライフバランスを欠いており、
時代に逆行した施策であると言わざるを得ません。

　組合側からの説明ではメリットが感じられませんでした。特に経費削減が大きなメ
リットであったが、地域手当の支給割合を５% に統一し、１０年間で２億３千万円近く
の増額になる旨の説明に変わりました。また、未来を見据えた計画でありながらゴミ
処理施設広域化については説明もなく、管理者側でも延期した方が良いなど、意見
が分かれている状況にあります。少しでも不明な箇所やデメリットがあるなら、その
可能性を追求し、圏内住民に納得していただける議案でなければ賛成はできません。

塚本　光司　議員

北出　　攻　議員

沼﨑　光芳　議員

議案第９号　龍ケ崎地方衛生組合の解散について、議案１０議案第９号　龍ケ崎地方衛生組合の解散について、議案１０
号　龍ケ崎地方衛生組合の解散に伴う財産処分について、議号　龍ケ崎地方衛生組合の解散に伴う財産処分について、議
案１１号　稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の変更につい案１１号　稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の変更につい
ての３議案を一括議題とし採決いたしました。その中で３名ての３議案を一括議題とし採決いたしました。その中で３名
の議員が登壇し反対討論を行いました。の議員が登壇し反対討論を行いました。

登壇議員：〇沼﨑　光芳 議員　〇北出　攻 議員　〇塚本　光司 議員登壇議員：〇沼﨑　光芳 議員　〇北出　攻 議員　〇塚本　光司 議員

反対討論反対討論
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■総務経済委員会 ■厚生文教委員会

令和４年　第４回定例会議案調査 令和４年　第４回定例会議案調査

令和 4年　第４回定例会議案調査

村政村政をを問う!問う!
～委員会調査～～委員会調査～

１２月定例会の本委員会は、１２月７日に開催
し、令和４年第４回定例会の議案の調査を行い
ました。※議会運営委員会は１１月２９日開催。

■議会運営委員会

企画財政課長企画財政課長
教育長教育長

経済建設部経済建設部
福祉介護課長福祉介護課長

経済課長経済課長

生涯学習課長生涯学習課長

企画財政課長企画財政課長

福祉介護課長福祉介護課長

議員議員 議員議員

議員議員
議員議員

議員議員

議員議員

議員議員

議員議員

MihoVision に企業の広告等を流せ
ないのか？

美浦中学校の部活動の在り方検討委
員会が設置されるが、現段階で部活
動に関する規定はあるのか？

新型コロナ対策地域経済活性化事業
の貨物運送業者支援金についてどの
ようなものか？

緊急通報装置取付工事の単価いくら
で設定されているのか？

農業の機械導入支援について、後継
者がいないと補助できないのか？

部活動の地域移行はいつ頃から始ま
るのか？

大山スロープに関して規制などはで
きないのか？

取り付け時に使い方の説明をしてい
るのか？また、使い方が分からなく
なったときはどうしたらいいのか？

国道に設置しているため竜ケ崎工
事事務所の許可が必要になる。現
在、広告を流せないか協議中。

部活動の運営方針の概要について
は、週あたり２日以上の休養日を設
ける。１日の活動時間は、平日で２
時間程度、休業日は３時間程度とす
る。原則として朝の活動は行わない。

燃料価格高騰の影響を受けている
村内の貨物運送業者の事業継続を
支援するためのもの。
１台あたり５万円、上限１００万円。

１万 2,800 円（税抜き）の単価で
計上している。

事業採択の要件としては、後継者
の有無以外にも農地の規模拡大、
作物の品質向上などがある。要望
があった際にはご相談に応じてい
く。

国の考えが令和７年度までに土日
の部活動を地域に移行という流れ
で来ている。美浦中学校の部活動
の在り方検討委員会を発足し、令
和６年度中に移行できるものは移
行していく考えで検討していく。

早朝や夜間は入り口を封鎖し、自
由に出入りできないよう対策を講
じる考えでいる。

取り付け時に業者
と職員が取り扱い
の説明を行ってい
る。使い方が分か
らない時には福祉介護課にご連絡い
ただければ説明など対応している。
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※議長（下村議員）は、可否同数のとき以外は表決に加わりません。「○」は賛成、「×」は反対、「－」は欠席を表します。

令和４年第４回定例会議案・審議結果一覧
会期：令和４年１２月６日～１２月１６日

議案
番号 件　　　　　名 議決結果

賛否数 議　　　員　　　名

賛
成

反
対

下
村　
　

宏

小
泉　

嘉
忠

北
出　
　

攻

松
村　

広
志

葉
梨　

公
一

塚
本　

光
司

岡
沢　
　

清

飯
田　

洋
司

山
崎　

幸
子

林　
　

昌
子

小
泉　

輝
忠

沼
﨑　

光
芳

諮問
１号 人権擁護委員候補者の推薦について 適任 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
１号 美浦村固定資産評価審査委員会委員の選任について 同意 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
２号 美浦村指定金融機関の指定について 原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
３号 美浦村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
４号

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関
する条例

原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
５号 督促手数料廃止に伴う関係条例の整備に関する条例 原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
６号

美浦村議会議員及び美浦村長の選挙における選挙運動の公費負担に関
する条例の一部を改正する条例

原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
７号

美浦村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例

原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
８号 公の施設の指定管理者の指定について（大山湖畔公園） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
９号 龍ケ崎地方衛生組合の解散について 否決 0 11 × × × × × × × × × × ×

議案
10号 龍ケ崎地方衛生組合の解散に伴う財産処分について 否決 0 11 × × × × × × × × × × ×

議案
11号 稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の変更について 否決 0 11 × × × × × × × × × × ×

議案
12号 令和４年度美浦村一般会計補正予算（第７号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
13号 令和４年度美浦村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
14号 令和４年度美浦村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
15号 令和４年度美浦村水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案
16号 令和４年度美浦村下水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決 10 0 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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